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 議           事 て ん 末 

 教育長報告  

 ・教育長専決第１号について (秘 密 会) 

 ・教育長専決第２号について (秘 密 会) 

 議  案  

議 ・第１号議案 令和３年度教育行政方針の決定について 原案可決 

 ・第２号議案 令和２年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書について 原案可決 

 ・第３号議案 越谷市教育委員会事務局職員の分限処分について 
原案可決 

（秘密会） 

 協議事項  

事 ・令和２年度越谷市教育費補正予算について  

 ・令和２年度越谷市立小中学校卒業証書授与式について  

 その他  

 ・「令和２年度越谷市新成人へのお祝い」実施状況について  

状   

況   
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    ◎開会の宣告 

吉田教育長 それでは、これより１月の定例教育委員会会議を開会いたします。 

  本定例会に関して現在のところ傍聴許可願の提出はございませんが、越谷市教育委員会等傍聴

人規則第１条第２項の規定により、開会後に許可願が出された場合、傍聴を許可したいと存じま

す。 

  初めに、教育長専決第１号及び第２号、第３号議案については人事案件であることから秘密会

とし、先に審議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と答える者あり〕 

吉田教育長 ご異議ないようですので、そのように進めさせていただきます。 

（午後 ２時００分） 

   ◎第１号議案 令和３年度教育行政方針の決定について 

吉田教育長 それでは、第１号議案「令和３年度教育行政方針の決定について」、教育総務部長から

説明いたします。 

鈴木教育総務部長 それでは、よろしくお願いいたします。 

第１号議案 令和３年度教育行政方針の決定について、ご説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、会議要項の11ページをお開きください。 

第１号議案 令和３年度教育行政方針の決定について。 

令和３年度教育行政方針を別冊のとおり決定するものとする。 

令和３年１月28日提出、越谷市教育委員会教育長。 

提案理由でございますが、第３期越谷市教育振興基本計画に基づき、教育施策の着実な推進を

図るべく、当該年度の教育行政方針を定めるため、提案するものでございます。 

それでは、令和３年度教育行政方針についてご説明いたします。お手元の別冊１「令和３年度

教育行政方針」をご覧ください。こちらが１月臨時教育委員会会議において、委員の皆様からい

ただいたご意見や令和３年度当初予算の調整結果等を踏まえ、再度、各所管課所において調整を

行いました「令和３年度教育行政方針」の全文でございます。 

続きまして、お手元の資料「令和３年度教育行政方針（変更履歴）」をご覧ください。こちらは、

１月臨時教育委員会会議においてご協議いただきました「教育行政方針（案）」からの変更点を整

理したものでございます。二重線で見え消しにしてある部分が削除した部分、網かけをしてある

部分が追加した部分となっております。 

それでは、こちらの資料に基づいて主な変更点についてご説明いたします。 

初めに、２ページの上から９行目をご覧ください。こちらは、第３次越谷市教育振興基本計画
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で掲げる施策の方向に関する記述でございます。１月臨時教育委員会会議の時点では施策の方向

を各段階にそれぞれ記述しておりましたが、事業内容とのつながりが伝わりづらい箇所があった

ことから、基本目標ごとに一括して記述させていただいております。 

次に、４ページの上から３行目をご覧ください。こちらは指導内容・指導方法の改善に関する

記述でございますが、授業動画の配信について、教員向けであることが伝わりやすくなるよう表

現を改めさせていただいております。 

次に、同じく４ページの下から６行目をご覧ください。こちらは読書活動の推進に関する記述

でございますが、新学習指導要領に示された３つの役割について説明を追加させていただいてお

ります。 

次に、５ページの上から８行目をご覧ください。こちらは教育相談体制の充実に関する記述で

ございますが、段落の書き出し部分から教育相談についての内容であることが伝わりやすくなる

よう表現を改めさせていただいております。 

次に、６ページの上から１行目をご覧ください。こちらは、学校教育における人権教育に関す

る記述でございますが、「教職員のステージにあわせた」という文言を「教職員の経験年数に応じ

た」という文言に改めさせていただいております。 

次に、同じく６ページの上から３行目の学校保健の充実、上から６行目の学校給食の充実と食

育の推進に関する記述につきましては、事業目的と事業内容とのつながりが伝わりづらい箇所が

あったことから、表現を改めさせていただいております。 

次に、10ページの上から８行目の「非接触型の科学体験装置の導入」、11ページの上から１行目

の「特別企画展覧会」、同じく11ページの上から９行目の「市内旧家等に残されている古文書の調

査」につきましては、予算調整の結果、削除させていただくこととなりました。 

以上が主な変更点でございます。このほかにも分かりやすい表現へ修正した箇所や用語の使い

方など、若干の修正を行った箇所がございますが、詳細につきましては資料をご参照いただき、

ご了承賜りたいと存じます。 

なお、令和３年度の教育行政方針については、本日の議決をいただいた後、事務局にて細かな

字句などの最終確認をさせていただき、令和３年３月定例市議会の開会日に市長の施政方針と併

せて教育長から表明していただくことになります。 

令和３年度教育行政方針についての説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

吉田教育長 これより本案に対し、質疑、討論を行います。 

  ご質問またはご意見等はございますか。 

  野口委員。 

野口教育長職務代理者 それでは、ご説明ありがとうございました。全体的な印象として、段落ご
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との少し細かいリード文等も大きくカットされたりして、大変すっきりして分かりやすくなった

という印象を持ちました。また、３つの基本目標ごとに施策の方向性を考えていらっしゃって、

これは分かりやすくなったと思いました。前回の話し合いを基に、適切に訂正していただいたと

思いました。ありがとうございました。 

  以上です。 

吉田教育長 ほかにございますでしょうか。 

  渡辺委員。 

渡辺委員 私も野口委員さんと同様なのですけれども、非常に表現が分かりやすくなっておりまし

て、ありがたく存じます。 

１点お聞きしたいのですけれども、10ページの「最先端の小型ロボットによる」というところ

は、これは追加になっているのですけれども、これは何か理由がありますか。 

吉田教育長 科学技術体験センター所長。 

前田科学技術体験センター所長 この予算の調整の中で非接触型の体験装置がカットになりまして、

より細かくほかの部分を説明しようということで、その部分をつけ加えさせていただきました。

このロボットにつきましては、低学年用に開発された新しい最先端のロボットということで、分

かりやすいように記述をさせていただいたところでございます。 

渡辺委員 分かりました。ありがとうございました。 

吉田教育長 新たに追加したということではなくて。 

前田科学技術体験センター所長 詳しく記載したということです。 

吉田教育長 その余裕ができたのね。 

  ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

          〔「はい」と答える者あり〕 

吉田教育長 これより第１号議案を採決いたします。 

  本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と答える者あり〕 

吉田教育長 ご異議ないものと認め、本案は原案どおり可決いたしました。 

    ◎第２号議案 令和２年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書について 

吉田教育長 続きまして、第２号議案「令和２年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書につ

いて」、教育総務課長から説明をお願いします。 

  教育総務課長。 

渡辺教育総務課長 それでは、第２号議案 令和２年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書

についてご説明申し上げます。 
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  恐れ入りますが、会議要項の13ページをお開きください。 

  第２号議案 令和２年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書について。 

令和２年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書を別冊のとおり作成するものとする。 

令和３年１月28日提出、越谷市教育委員会教育長。 

提案理由でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づき、

令和元年度に実施した教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検・評価

の結果について報告書を作成し、当該報告書を議会に提出するとともに公表する必要があるため、

提案するものでございます。 

令和２年度教育委員会の事務に関する点検評価につきましては、これまで６月の定例教育委員

会会議において、教育外部評価者及び教育外部評価の対象となる施策についてご了承いただいた

後、８月26日に教育外部評価者によるヒアリングを実施いたしました。 

そして、10月の定例教育委員会会議において、教育外部評価を受けた３項目を含め、27の施策

に係る評価調書の記載内容などについてご協議いただいたところでございます。 

本日は、その後の校正を踏まえて作成いたしました「点検評価報告書」の最終案について、ご

審議いただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

恐れ入りますが、別冊２「令和２年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書」の表紙をお

開きいただき、目次をご覧いただきたいと存じます。 

初めに、冊子の構成ですが、令和２年度の報告書につきましては、全４章の構成となっており

ます。 

第１章の「教育委員会の事務に関する点検評価の概要」から第４章の「教育外部評価」につい

てそれぞれ記載させていただきました。 

また、巻末に資料といたしまして、過去に実施した教育外部評価の実施結果を記載してござい

ます。 

次に、今年度の点検評価報告書における主な記載内容についてご説明いたします。４ページを

お開きいただきたいと思います。「２ 越谷市教育委員会の事務に関する点検評価について」の中

で、進捗管理のために全ての「主な取り組み」に指標を設定した点や、施策レベルで総合評価を

取り入れた点など、第２期計画期間の点検評価における重要事項について記載してございます。 

続きまして、21ページをお開きいただきたいと思います。こちらのページから70ページまでが

27の各施策に係る教育内部評価表でございます。報告書の作成に係る考え方として、ＰＤＣＡの

マネジメントサイクルの中で「点検評価」をしっかりと機能させるため、「成果」や「課題」につ

いて分かりやすく記載し、その評価結果とした根拠が読み取れるような表現に努めております。 

続きまして、71ページをお開きいただきたいと思います。こちらのページから85ページまでが

第４章、「教育外部評価」でございます。ここでは、３つの施策の外部評価結果に加え、外部評価
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者の総合的な意見を掲載させていただきました。 

なお、この報告書は、令和３年３月定例市議会に提出するとともに、関係機関等への配布、ホ

ームページへの掲載などを行い、広く市民に公表してまいります。 

また、今後、記述内容における若干の文言修正等があった場合につきましては、事務局にて対

応させていただきたいと存じます。 

「令和２年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書」についてのご説明は以上となります。

ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 

吉田教育長 これより本案に対して、質疑、討論を行います。 

ご質問またはご意見等はございますか。よろしいですか。 

渡辺委員。 

渡辺委員 少しお伺いしたいのですけれども、この資料の１の（２）の平成30年度の評価の結果、

ページがずれていませんか。平成30年度、97ページではなく、98ページから始まっていませんか。 

渡辺教育総務課長 ご指摘ありがとうございます。大変申し訳ございません。修正させていただき

たいと存じます。 

吉田教育長 せっかくいい評価もらったのに。間違ってしまった。 

  ほかにございますでしょうか。 

  野口委員。 

野口教育長職務代理者 大変ありがとうございました。前回にもいろいろと話し合ったところかと

思うのですけれども、少し私は気づいたのですが、17ページのあだたら高原少年自然の家の利用

促進という項目、つけ足せるのかどうか分かりませんけれども、例えばコロナで中止になったと

いう文言が説明されている部分と、ここの令和元年度末の現況値とか２年度末の現況見込みは空

白になっているということで、初めて見た人にとっては、何か説明があったほうが分かりやすい

と思いました。11ページを見るとＣとＤの評価がついているのがそこの項目だけで、すごく目立

つ部分があるので、決して何もしなかったというわけではなくて、一生懸命取り組んだ結果、取

り組んだのですけれども、少年自然の家が廃止になるのでこういう結果になったということで、

少し評価を見たときに、勘違いされる方もいると思いましたので、もし可能であればそういった

ことも少し説明しておくといいと思いました。 

  以上です。 

吉田教育長 教育総務課長。 

渡辺教育総務課長 あだたら高原少年自然の家につきましては、第二次診断の結果、耐震基準を満

たしていないことで休止をさせていただきまして、12月議会で条例の廃止を行った状況でありま

すので、実質今、野口委員さんおっしゃるように事業はできない状況になっておりますが、評価

として指標を立てておりますので、何らかの評価はしなくてはいけない状況にあって、自分とし



－8－ 

ても非常に悩ましい状況にあるのですが、今ご意見いただいた点を踏まえまして、若干の文言等

でお知らせする方向について検討したいと思います。ありがとうございます。 

吉田教育長 何か注でもつけるようでも。脚注でも。 

  ほかにございますでしょうか。 

  これは、教育委員会の事務局の評価でもあり教育委員会としての評価でもありますので、我々

としてはありがたい外部評価をいただいたということで、事務局に引き続きご尽力いただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

          〔発言する者なし〕 

吉田教育長 ないようですので、これより第２号議案を採決いたします。 

  本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と答える者あり〕 

吉田教育長 ご異議ないものと認め、本案は原案どおり可決いたしました。 

    ◎協議事項 令和２年度越谷市教育費補正予算について 

吉田教育長 続きまして、協議事項に入ります。 

「令和２年度越谷市教育費補正予算について」、教育総務部長から説明いたします。 

教育総務部長。 

鈴木教育総務部長 それでは、令和２年度越谷市教育費補正予算の要求内容についてご説明申し上

げます。 

  恐れ入りますが、別冊３の「令和２年度越谷市教育費補正予算について」をご覧ください。 

  まず、歳入についてご説明いたします。３ページの表の一番下にございます歳入合計欄をご覧

ください。教育委員会に関連する歳入の要求につきましては、今回１億8,267万5,000円を減額し、

補正後の総額は57億5,114万6,000円となります。 

  歳入の内容でございますが、８ページ及び９ページをご覧ください。 

  初めに、教育総務部の要求でございます。生涯学習課ですが、13款使用料及び手数料、１款使

用料、７目教育使用料につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、日本

文化伝承の館こしがや能楽堂及び越谷コミュニティセンターにおいて臨時休館等を行ったことか

ら、社会教育使用料の6,510万円を減額します。 

  次の17款寄附金、１款寄附金、10目教育費寄附金につきましては、ふるさと納税による文化財

の保護による指定寄附がございましたので、社会教育費寄附金１万円を追加します。 

  次の20款諸収入、６款雑入、１目雑入につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止

対策のため、「こしがや薪能」等を中止したことから、伝統芸術文化事業入場券等売払代金160万
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円を減額します。また、東日本大震災による福島第一原子力発電所及び第二原子力発電所の事故

によりまして影響を受けた分収造林に対する放射線対策等賠償金として2,600万円を追加します。 

  次に、科学技術体験センターですが、13款使用料及び手数料、１項使用料、７目教育使用料に

つきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、科学技術体験センターにおい

て臨時休館等を行ったことから、教育総務使用料10万円を減額します。 

  次の20款諸収入、６項雑入、１目雑入につきましても同様の理由により、科学教室の事業中止

などに伴い、科学教室等実費徴収金60万5,000円を減額します。 

  次に、スポーツ振興課ですが、13款使用料及び手数料、１項使用料、７目教育使用料につきま

しては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、屋外体育施設、温水プール及び体育

館において臨時休館等を行ったことから、保健体育使用料3,600万円を減額します。 

  次に、学校教育部の要求でございます。学校管理課ですが、14款国庫支出金、２項国庫補助金、

５目教育費国庫補助金につきましては、事業費の確定に伴い、中学校のトイレ改修事業に係る学

校施設整備事業交付金2,500万円を減額します。 

  次の21款市債、１項市債、６目教育債につきましては、中学校のトイレ改修事業に係る交付金

の減額に伴い、中学校債4,730万円を追加します。 

  次に、指導課ですが、14款国庫支出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金につきまして

は、事業費の確定に伴う中学校の修学旅行及びスキー教室を中止する際に発生する費用にかかる

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金263万円を減額します。 

次の15款県支出金、２項県補助金、６目教育費県補助金につきましては、事業費の確定に伴い

部活動外部指導者の派遣に係る中学校スポーツエキスパート活用事業補助金120万円を減額する

ほか、同様の理由により学習指導員の配置に係る新型コロナウイルス感染症学習支援事業費補助

金1,875万円を減額します。 

次に、給食課ですが、21款市債、１項市債、６目教育債につきましては、事業費の確定に伴い、

排水圧送管改修工事等に係る保健体育債１億500万円を減額します。 

続いて、歳出の内容でございますが、恐れ入りますが、戻りまして５ページ下段の教育費に係

る歳出合計欄をご覧ください。今回１億9,731万9,000円を減額し、補正後の総額は135億8,503万

6,000円となります。 

歳出の主なものについてご説明を申し上げます。10ページ及び11ページをご覧ください。 

初めに、教育総務部の状況でございます。生涯学習課ですが、６項社会教育費、１目社会教育

総務費の文化振興事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による事業中止に伴い、

市美術展委託料200万円を減額します。 

次に、スポーツ振興課ですが、７項保健体育費、３目体育費の体育振興事業につきましては、

東京オリンピック・パラリンピック大会の延期に伴い、東京オリンピック・パラリンピック推進
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事業に係る報償費等合わせて530万円を減額します。 

また、４目市立体育館費の市立体育館管理運営事務につきましては、新型コロナウイルス感染

症の拡大防止対策等に伴い、総合体育館の稼働率が減少したことから、光熱水費500万円を減額し

ます。 

12ページ及び13ページをご覧ください。次に、学校教育部の要求でございます。学校管理課で

すが、上段の３項中学校費、１目学校管理費の学校活動運営費につきましては、中学校の学校活

動運営に係る通信運搬費29万円を追加します。 

その他の要求につきましては、事業費の確定に伴う減額が主なものでございます。 

恐れ入りますが、６ページにお戻りください。繰越明許費の追加ですが、３項中学校費におけ

る中学校施設改修費につきましては、12月補正予算にて計上した中学校のトイレ改修事業の事業

費について、今年度中の事業完了が見込めないことから、令和３年度に繰り越すものでございま

す。 

続きまして、７ページをご覧ください。債務負担行為の変更ですが、少年自然の家解体工事費

につきましては、12月補正予算で計上いたしました債務負担行為額について契約額が確定したこ

とから、限度額を変更するものでございます。また、排水圧送管改修工事につきましては、当初

予算に計上いたしました債務負担行為額について契約額が確定したことから、限度額を変更する

ものでございます。 

続いて、地方債の変更ですが、歳入でご説明いたしましたとおり、学校施設整備事業につきま

しては、中学校のトイレ改修事業に係る事業費の確定に伴い、市債の限度額を表のとおり変更す

るものでございます。また、給食センター整備事業につきましては、排水圧送管改修工事等に係

る事業費の確定に伴い、市債の限度額を表のとおり変更するものでございます。 

３月補正予算の要求に係る説明は以上でございます。ご協議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

吉田教育長 これより協議に入ります。 

  ご質問またはご意見等はございますか。よろしいですか。 

          〔「はい」と答える者あり〕 

吉田教育長 なければ、この件については以上といたします。 

    ◎協議事項 令和２年度越谷市立小中学校卒業証書授与式について 

吉田教育長 続きまして、「令和２年度越谷市立小中学校卒業証書授与式について」、学校教育部長

から説明いたします。 

岡本学校教育部長 それでは、令和２年度越谷市立小中学校卒業証書授与式についてご説明させて

いただきます。 



－11－ 

  委員の皆様には、小学校、中学校それぞれ１校ずつにご臨席いただきまして、卒業する児童生

徒を祝福していただければと考えておりますので、本日はその対象となる学校について事務局案

としてご提示申し上げます。 

恐れ入りますが、会議要項の19ページをお開きいただければと存じます。 

初めに、小学校卒業証書授与式につきましては、令和３年３月24日、水曜日に、全30校一斉開

催の予定でございます。 

なお、学校ごとの来賓受付時刻、来賓入場時間及び開式時間等につきましては、表に記載のと

おりでございます。また、表欄外の丸印は令和２年度、三角印は令和３年度をもって校長が退職

される学校を示したものでございます。 

ご臨席いただく学校につきましては、吉田教育長には西方小学校、野口教育長職務代理者には

蒲生南小、堀川委員には明正小、荒木委員には鷺後小、渡辺委員には大沢北小、山口委員には大

沢小ということでご提案申し上げます。 

  続きまして、会議要項の20ページをご覧ください。中学校卒業証書授与式につきましては、令

和３年３月13日、土曜日に全15校一斉開催の予定であり、来賓受付時刻等につきましては、表に

記載のとおりでございます。 

また、小学校と同様に、表欄外の丸印は令和２年度、三角印は令和３年度をもって校長が退職

される学校を示したものでございます。 

ご臨席いただく学校につきましては、吉田教育長には西中学校、野口教育長職務代理者には光

陽中学校、堀川委員には南中学校、荒木委員には千間台中学校、渡辺委員には東中学校、山口委

員には北陽中学校ということでご提案申し上げます。 

  続きまして、会議要項の21ページ、委員出席校一覧をご覧ください。事務局案の作成に当たり

ましては、委員の皆様にできるだけ多くの学校にご臨席を賜ることを念頭に、ここ数年の委員の

出席状況、さらに令和２年度及び令和３年度をもって校長が退職となる学校を考慮して、ご提案

させていただいております。 

なお、委員の皆様にご臨席いただく６校以外の学校につきましては、教育委員会事務局の管理

職及び指導課並びに教育センターの主幹が出席をさせていただきます。 

また、今年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のために、開催時間の短縮、卒業生

１人に対し、保護者１人といった参加者の制限等を行ってまいります。それに伴い、卒業式市長

代理者及び市議会議長代理者につきましては、ご招待しないことと決定いたしております。した

がいまして、代理人としてご出席いただくのは教育委員会告示を述べていただく教育委員の皆様

及び教育委員会事務局管理職及び指導課並びに教育センターの主幹ということになりますので、

ご承知おきいただければと思います。 

さらに、会議要項の19ページ及び20ページに式回数という欄がございますが、こちらは会場と



－12－ 

なる体育館の広さや学校規模によって、式そのものを複数回実施する学校があり、現段階で式を

複数回に分けて実施する学校にその回数を記入しております。今後の新型コロナウイルス感染症

の感染状況によっては変更の場合もございますので、その際は別途お知らせをいたします。 

令和２年度越谷市立小中学校卒業証書授与式についてのご説明は以上でございます。ご協議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

吉田教育長 これより協議に入ります。 

  ご質問、またはご意見等はございますか。よろしいですか。 

          〔「はい」と答える者あり〕 

吉田教育長 なければ、この件については以上といたします。 

    ◎その他 「令和２年度越谷市新成人へのお祝い」実施状況について 

吉田教育長 続きまして、その他の報告事項に入ります。 

  「令和２年度越谷市新成人へのお祝い実施状況について」、生涯学習課長から説明をいたします。 

生涯学習課長。 

木村生涯学習課長 それでは、「令和２年度越谷市新成人へのお祝い」の実施状況につきましてご報

告申し上げます。 

  恐れ入りますが、会議要項の23ページをお開きいただきたいと存じます。 

  令和２年10月の定例教育委員会会議におきましてご説明させていただきましたが、令和２年度

は新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、従来の成人式とは異なる形式で新成人をお祝

いいたしました。 

会議要項23ページの実施内容のとおり、１月10日は記念品や記念パンフレットの贈呈に加えま

して、お祝いの言葉として、市長、議長、教育長、こしがやの未来を創る魅力宣伝大使の益若つ

ばささん及び星奈津美さんのメッセージ動画を各会場で上映したほか、市公式ユーチューブにお

いて配信いたしました。さらに、小学校６年生時及び中学校３年生時の恩師からいただいたメッ

セージを取りまとめた冊子をお渡しいたしました。そして、成人式のために準備した振り袖など

の晴れ着やスーツを着て、ご家族やご友人と思い出に残るような場になればと考え、13地区12会

場に記念写真撮影ブースを設置したほか、花田苑、こしがや能楽堂、大間野町旧中村家住宅及び

旧東方村中村家住宅を無料開放いたしました。 

  24ページをお開き願います。こちらは１月10日の各地区会場への参加状況でございます。参加

の状況ですが、対象者合計3,306人に対しまして、12会場の合計来場者数は1,802人、来場率は

54.5％でございました。 

  続きまして、25ページをお開き願います。各地区の参加内訳の下段に、無料開放施設の来場状

況を掲載しております。来場者数は合計で2,036人でございました。１月10日に会場にお越しにな
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らなかった新成人に対しましては、３月31日まで13地区センター・公民館におきまして記念品等

を贈呈させていただきます。 

なお、こちら資料にはございませんが、１月10日の運営体制についてですが、例年実行委員会

を組織しておりますが、令和２年度は実行委員会を組織せず、公民館や生涯学習課の職員をはじ

め教育委員会内からの応援職員で準備を進めておりましたが、地区の方々からお申し出をいただ

き、協力員という形で、合計119名の方々のご協力を得て運営をいたしました。 

新型コロナウイルス感染症の影響により式典は開催しませんでしたが、全体としまして、成年

に達した青年男女の新しい門出を祝福し、社会の一員ということを自覚するきっかけづくりとし

て意義あるものとなったのではないかと考えております。 

  最後に、今後の予定でございますが、新型コロナウイルス感染症の状況によりますが、３月下

旬に各地区の代表者にお集まりいただいて会議を開催し、今年度の報告、来年度の開催日程等を

協議する予定でございます。今後につきましても、各地区のご意見を賜りながら、新成人をお祝

いする事業を開催してまいりたいと考えておりますので、ご指導、ご支援を賜りますようお願い

申し上げます。 

  ご報告は以上でございます。 

吉田教育長 ただいまの説明に対して、ご質問またはご意見等はございますか。 

  荒木委員。 

荒木委員 今年度はこのような式典に代わる形で新成人をお祝いすることとなり、私も市の公式ユ

ーチューブでのビデオメッセージや恩師からのメッセージ集を拝見いたしました。新成人の皆さ

んの反応など、いかがでしたでしょうか。 

吉田教育長 生涯学習課長。 

木村生涯学習課長 新成人からの反応、感想としまして、各会場で全新成人に対してアンケートを

お願いいたしておりまして、実はオンラインでアンケートを後から申請できるという形にしてお

りますので、まだ全地区からの集計結果がまとまってはいないので、あくまで途中経過、参考と

いう形になりますけれども、12会場のうち10会場から今アンケートをいただいております。先ほ

ど来場者1,806人と申し上げましたけれども、現段階では876人からアンケート、48.6％の回収率

の状況ということで申し上げますと、式典に代えた形でのお祝いについての感想ということで、

式典に代えた形でもお祝いされてうれしかったという方が68.1％、式典を行ってほしかったとい

う方が25.9％ということで、多くの方はこのような形でも受け入れていただいたものとは考えて

おりますけれども、やはり約４分の１の方は、式典を行ってほしかったという感想をいただいて

おります。 

また、写真撮影のブース、こちらを利用いただいた方は86.5％。どなたと記念写真ブースを利

用したかということで、クラスメートや友人と一緒が66％、ご家族と一緒が10.7％ということで、
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思い思いの形で皆様に記憶に残る形、撮っていただきたいということで、ご案内していたとおり

お使いいただいたものと考えております。 

また、私、全地区会場を視察に伺わせていただきました。それぞれ新成人と直接お話をさせて

いただきました。やはりこのような形でも友達と会ったりする時間、機会をいただけて大変あり

がたかったという声を多くいただきました。 

  以上でございます。 

吉田教育長 協力委員さんの中でも、越谷市は割と早く決断し、その後いろいろ大変なことになっ

たのですけれども、周知、準備に時間をかけた結果もあったことも、結果として幸いしたのかな

と思いますけれども、大方好評だったというお言葉をいただいております。 

また、コロナ禍への影響も若干心配したところだったのですけれども、保健所もその辺心配し

ていましたし、やるならこうしてくれよという要望もありましたけれども、そうしたことも感染

者の数等を見ると、さほどの影響はなかったと、ほっと胸をなでおろしているところです。 

  ほかにございますでしょうか。 

堀川委員。 

堀川委員 では、関連してなのですけれども、たまたま美容院にお勤めの方とお話しする機会があ

って、お着物をレンタルしている関係で、なかなか当日も美容師さんは忙しかったということで、

お着物を着てお化粧して記念撮影を非常に楽しみにしている方がいて、ご家族や友人と出かけら

れていたということで、こういった場所を提供していただいて本当にうれしかったということで

お聞きしましたので、ありがとうございました。 

  以上です。 

吉田教育長 野口委員。 

野口教育長職務代理者 大変お疲れさまでした。本当にありがとうございました。今回残念ながら

式典はできなかったということで、大変工夫された内容で取り組んでいただいたと思います。記

念写真撮影ブースの設置をすることによって、友達と集まろうという機会にもなったでしょうし、

資料の中に入れていただいたのですけれども、小学校や中学校の先生方のメッセージも集めてい

ただいて、新成人の皆さんに提供していくということも大変いいことだと思いました。自分たち

を見守ってくれる人がいるということを分かっていただいたのではないかなと。残念なところは

ありましたけれども、大変よかったと思いました。 

  以上です。 

吉田教育長 ほかに。 

  渡辺委員。 

渡辺委員 運営に当たっては本当にご苦労なさったと思います。ありがとうございました。私も恩

師のメッセージを読ませていただいた、これはすごくいいことだと思って、大変だったと思うの
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です。その年代の卒業のときの担任の先生を多分探し当ててといいますか調べてというのは、本

当にすばらしいと思いました。 

一方で、参加されなかった方ですか、1,500人ぐらいいらっしゃると思うのですけれども、この

方たちは、なぜ参加できなかったのかというところもお調べいただいたら、来年度のこともあり

ますし、よろしいのではないかと思いました。 

  以上でございます。 

吉田教育長 生涯学習課長。 

木村生涯学習課長 今年度、式典を開催しない形でお祝いさせていただくということを10月上旬か

らご案内を始めました。その後、そういった形であっても、その当日にどうしても行かなければ

ならないのか、こうした新型コロナウイルス感染症の状況も、当時から３か月先の話でもあり、

どう動くかということも分かりませんでしたので、お問合せは多数ございまして、中には多くの

人と集まる場を避けたいというお方もおり、日を改めて記念品だけ頂きに行きたいということを

おっしゃる方もいらっしゃいました。したがいまして、その当日、何が何でも来ていただかなけ

ればならないということでご案内していたわけではありませんので、分散していただくことが狙

いでもありますから、当日、お越しにならなかった方が、事業に参加しなかった方とは考えてお

りません。今も継続して記念品を受け取りにお越しいただいているという情報はいただいていま

すので、これから３月末までの間に、残りの方には、受け取りにお越しいただけるのではないか

と考えております。 

  以上です。 

吉田教育長 ほかにございますでしょうか。 

  山口委員。 

山口委員 一応成人式も式典が少し難しい中でいろいろ工夫されていただいて、非常によかったと

思います。お祝いをされた日が１月10日で、大体２週間以上たって、ここから感染者が出たとい

う報告は全くないと聞いていますし、非常にそれはすごくよかったと思います。来年度令和４年

の今頃どうなっているか、まだ感染状況というのは読めないところがあると思いますけれども、

引き続き今回よかったところ、それからこういう改善点がもしかしたら来年だったらこういうこ

とができるということをまた少し引き続き検討していただいて、来年度こういう形で開催せざる

を得ない状況であっても、また今回みたいなスムーズな形でできるようにしていただけたらと思

っております。 

吉田教育長 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

          〔「はい」と答える者あり〕 

吉田教育長 なければ、今いただいたご意見等を踏まえて今後の式典に生かしてください。お願い

します。 
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  ほかに何かございますでしょうか。 

吉田教育長 よろしいですか。 

          〔「はい」と答える者あり〕 

吉田教育長 ほかになければ以上をもって終わりといたします。 

  最後に、次回の教育委員会会議の日時につきましては、２月18日、木曜日、午前10時から教育

委員会室で開催したいと存じますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

          〔「はい」と答える者あり〕 

吉田教育長 では、そのようにさせていただきます。 

    ◎閉会の宣告 

吉田教育長 それでは、本定例会に提出されました議事は終了いたしました。 

  これをもちまして閉会といたします。どうもありがとうございました。 

                                  （午後 ３時０５分） 




